
 

 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所契約職員採用試験のお知らせ 

 

【募集職種及び採用予定人数】 

総務課庶務係 １名 

 

【応募資格】 

第１号及び第２項の要件を満たす者。 

⑴ 次のいずれにも該当しない者 

ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受け

ることがなくなるまでの者 

イ 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない者 

ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

エ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けてい

る者（心身衰弱を原因とするもの以外） 

 

⑵ 次の全ての要件を満たす者 

ア ホテルグランドヒル市ヶ谷と同規模以上のホテルでの庶務業務の実

務経験２年以上を有する者 

※ 庶務業務の例 

・ 社員の出退勤及び休暇に関する書類管理 

・ 健康診断の日程調整及び通知 

・ 文書の進達、接受、発送及び保管 

 

イ ワード、エクセルの基本操作ができること 

 

【採用予定日】 

応相談 

 

【試験内容】 

個別面接試験 

 

【試験日】 

応募者との調整により随時実施する 

 

【試験地】 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所  

 

【応募手続】 



 

 

１ 応募申込 

次に掲げる書類を、令和８年２月１３日（金）の間に特定記録郵便

、簡易書留、一般書留又はレターパックでの郵送のほか、直接持参に

よる提出も可とします。 

書類選考の結果、合格者に対して採用試験の案内を通知します。 

郵送された書類の返却はいたしませんが、選考後は責任を持って破

棄させていただきますので、ご了承ください。 

 

【郵送書類】 

履歴書（任意書式（ただし、顔写真要）） 

職務経歴書（任意書式） 

 

※ 令和８年２月１３日（金）必着 

 

２ 申込先・問い合わせ先 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所 総務部総務課人事係 

〒１６２－０８４５ 東京都新宿区市谷本村町４－１ 

（℡０３－３２６８－０４３０） 

 

【その他】 

受験に関する連絡事項等について、ホテルグランドヒル市ヶ谷ホーム

ページの採用情報を随時更新しますので、必ずご確認下さい。 

  



 

 

 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所及び防衛省共済組合市ヶ谷 

会館所属所職員の概要 

 

１ 防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所の概要  

防衛省共済組合は、防衛省職員等やその家族の生活の安定と福祉の向

上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資するため、防衛省職員等

の相互救済の事業を行うことを目的として、国家公務員共済組合法の規

定に基づき設けられているものであり、市ヶ谷会館所属所は、市ヶ谷会

館を管理運営する防衛省共済組合唯一の単位所属所です。 

市ヶ谷会館は防衛省に隣接し、全国各地の防衛省共済組合員及びその

家族等の総合福利厚生施設として重要な役割を担い、宿泊室１９７室、

宴会場１７室、チャペル、神前挙式場、美容室、写真室、コスチューム

サロン、レストラン等を備える総合ホテルであり、JR、私鉄合わせて４

本が乗り入れる市ヶ谷駅からも徒歩３分と交通の便が良く、「ホテルグ

ランドヒル市ヶ谷」という愛称で知られています。 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所職員は、防衛省共済組合に使用され

る者で、約７０人が在籍しています。 

 

２ 所属所職員の概要  

(1) 採用後の主な仕事 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所は、市ヶ谷会館の運営を行ってお

り、採用後は市ヶ谷会館において次の仕事に従事することになりま

す。 

  

  総務課庶務係 

・ ホテルグランドヒル市ヶ谷における庶務に関すること 

（例） 

・ 社員の出退勤及び休暇に関する書類管理 

・ 健康診断の日程調整及び通知 

・ 文書の進達、接受、発送及び保管 

 

 

(2) 採用後の身分 

防衛省共済組合職員として採用されます。 

 

● 初任給 

２３７，８４０円 ～ ２７９，６００円 

 

 



 

 

 

※ 内訳 

基 本 給： １５１，８８０円 ～ １７８，５２０円 

地 域 手 当：  ３９，６４０円 ～  ４６，６００円 

固定残業代：  ４６，３２０円 ～  ５４，４８０円 

計    ２３７，８４０円 ～ ２７９，６００円 

 

※ 職務経験、学歴により変動します。 

※ 固定残業代は、時間外労働の有無にかかわらず支給し、３０時

間を超える時間外労働は追加で支給します。 

※ 上記の時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時

間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではありません。 

 

● 諸手当 

＊ 扶養手当 

扶養する親族一人につき定額の手当てを支給します。 

扶養親族 令和７年度 令和８年度以降 

配偶者 ３，０００円 廃止 

子※1 １１，５００円 １３，０００円 

その他※2 ６，５００円 ６，５００円 
※1 22歳の年度末まで。  

なお、16歳の年度初めから22歳の年度末までの子については、表の金額に  

5,000円を加算する。  

※2 22歳までの姉弟・孫、60歳以上の父母及び祖父母、重度心身障害者  

 

＊ 住居手当 

 借家居住者等に、月額最高２８，０００円 

＊ 通勤手当 

交通機関等利用者に、１か月あたり最高１５０，０００円 

＊ 期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）  

１年間に俸給などの４．６か月分（令和６年度実績） 

＊ その他の手当 

超過勤務手当（超過勤務時間３０時間を超える分）等 

 

◆ 勤務地 

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所 

東京都新宿区市谷本村町4-1 

 

◆ 勤務日及び勤務時間 

勤 務 日：シフト制(休養日等９～１１日／月) 

勤務時間：勤務時間８時間４５分（休憩６０分） 



 

 

＊ 休暇には、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、採

用の年は１５日）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚

・出産・忌引等）、介護休暇があります。 

 

 

◆ 健康管理 

定期的に健康診断が行われています。 

 

◆ その他 

雇用保険及び労災保険に加入します。 


